
 

 

就学相談にお申込みされる保護者のかたへ                 令和５年６月 

 

 

新型コロナウイルス感染症防止対策についてのお知らせ 

  

 

 令和５年５月８日から新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）上の位置付けが新型インフルエンザ等感

染症から５類感染症に変更されました。 

 

豊島区立教育センター就学相談では下記のような感染防止対策を行いながら実施いたします。

ご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

＜事前＞ 

１ 来談前日と当日に、お子さまと来所される保護者の方の健康チェックをお願いいたします。 

① 検温  ② 風邪症状の有無 

 

発熱や風邪症状がある場合には、日程の変更についてご相談させていただきます。 

来所せずにお電話でご連絡ください。 

 

＜相談当日＞ 

 

１ 来所されましたら、２階の相談受付窓口で声をかけてください。相談待合室がありますが、

待合室での混雑を避けるため、できるだけ面接予定時間に窓口までお越しください。 

待合室をご利用の際には、ドアを全開し、空気清浄機と扇風機はつけ、常時換気した状態

にしておきます。 

 

２ 面接室前に消毒液を設置しておりますので、ご希望の方は入退室の際にご利用ください。 

相談員も行います。 

 

３ マスクの着用は個人の主体的な判断を尊重します。 

相談員も個人の判断を尊重しつつ、面接の際はマスクを着用するなど、場面に合わせた配慮

をいたします。 

 

 

   

上記の件について、ご心配な点やご不明な点がありましたら、お申し込みの際に就学相談担

当者とご相談ください。 

 

 

 

                             教育センター就学相談担当 


